
令和５年１０月３１日（火）
第８４回九都県市首脳会議

新興感染症対策への実効性ある支援について
川崎市提案



１ 新型コロナウイルス感染症への対応
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医療提供体制の確保・自宅・宿泊療養への対応など、かつてない健康危機管理事象の
発生への新たな対応が必要となった。また、発生当初においては、『情報共有・役割分担』
などに課題が生じた。

一都三県における入院・宿泊・自宅療養者数の推移

厚生労働省 療養状況等及び入院患者受入病床数等による調査より川崎市作成

(宿泊・入院療養者数) (自宅療養者数)



２ 国の動向 ①
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出典：厚生労働省資料

連携協議会の創設と予防計画の策定

○連携協議会：入院調整の方法、医療人材の確保、保健所体制、検査体制や方針、情報共有のあり方などについて、

平時から議論・協議

○予防計画：連携協議会の結果を踏まえて予防計画を策定、各主体が計画に基づき取組を推進

令和５年４月に感染症法（※）が改正、『連携協議会』の創設や『予防計画』
の策定等が規定

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律



３ 国の動向 ②

3

『宿泊・自宅療養者の医療』や『流行初期医療確保措置』等への財政支援
規定の新設等、関連法令も併せて改正

出典：厚生労働省資料

感染症法の改正による医療機関等に対する財政支援規定

改正後



４ 想定される今後の取組
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今後、対応が想定される主な取組

取組の例 具体例

●医療提供体制の確保に向けた取組 感染症指定医療機関等の設備整備、入院
措置体制の確保 など

●検査体制の確保に向けた取組 検査機器等の整備、検査試薬等の確保
など

●宿泊・自宅療養者の医療に関する取組 患者移送体制の構築、宿泊療養・自宅療
養体制の確保 など

●感染症対応に係る人材育成の取組 保健医療関係者等への研修・訓練の実施
など

各都県市において、新興感染症への適切な対応に向けて、予防計画に基づき、

平時から様々な取組の推進が求められる中、財政的な裏付けが不可欠



・各主体が役割に応じて平時から適切な対応を実施するととも

に、安定的かつ持続可能な地域の医療提供体制を確保していく

ためには、財政的な裏付けが不可欠

・地域の実情に応じて、都道府県や市区町村が独自に実施する

取組も含め、十分な財政措置を講じる等、真に実効的な財政

措置とする必要

５ 新興感染症への適切な対応に向けて
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（１）新興感染症への対応にあたっては、人口が集中する

首都圏特有の課題を踏まえ、迅速な対応が図れるよう、

平時から十分かつ柔軟な財政措置を実施すること。

（２）新興感染症に対応するための財政措置に係る額の

決定にあたっては、地方公共団体や医療機関等の実状や実績

に十分配慮した支援とすること。

６ 国への要望内容
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